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   地方税法（昭和２５年法律第２２６号）（抜粋） 

 

（合議体） 

第４２８条 固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員

会が指定する者３人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。 

２ 前項の合議体を構成する者のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者

１人を審査長とする。 

３ 第１項の合議体は、当該合議体を構成する委員の過半数の出席がなければ、

会議を開き、及び議決をすることができない。 

４ 第１項の合議体の議事は、当該合議体を構成する委員の過半数をもつて決す

る。 

 

（固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出） 

第４３２条 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係

る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格（第３８９条第１項、

第４１７条第２項又は第７４３条第１項若しくは第２項の規定によつて道府県

知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知したものを除く。）に

ついて不服がある場合においては、第４１１条第２項の規定による公示の日か

ら納税通知書の交付を受けた日後３月を経過する日まで若しくは第４１９条第

３項の規定による公示の日から同日後３月を経過する日（第４２０条の更正に

基づく納税通知書の交付を受けた者にあつては、当該納税通知書の交付を受け

た日後３月を経過する日）までの間において、又は第４１７条第１項の通知を

受けた日から３月以内に、文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申

出をすることができる。ただし、当該固定資産のうち第４１１条第３項の規定

によつて土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとみなされる土

地又は家屋の価格については、当該土地又は家屋について第３４９条第２項第

１号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第３項ただし書又は第５項た

だし書の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除いては、

審査の申出をすることができない。 

２ 行政不服審査法第１０条から第１２条まで、第１５条、第１８条第１項ただ

し書及び第３項、第１９条第２項（第３号及び第５号を除く。）及び第４項並

びに第２３条の規定は、前項の審査の申出の手続について準用する。この場合

において、同法第１１条第２項中「第９条第１項の規定により指名された者（以

下「審理員」という。）」とあるのは「地方税法第４３２条第１項の審査の申

資料３ 



- 2 - 

出を受けた固定資産評価審査委員会（以下「審査庁」という。）」と、同法第

１９条第２項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他条例で

定める事項」と読み替えるものとする。 

３ 固定資産税の賦課についての審査請求においては、第１項の規定により審査

を申し出ることができる事項についての不服を当該固定資産税の賦課について

の不服の理由とすることができない。 

 

（固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続） 

第４３３条 固定資産評価審査委員会は、前条第１項の審査の申出を受けた場合

においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を

受けた日から３０日以内に審査の決定をしなければならない。 

２ 不服の審理は、書面による。ただし、審査を申し出た者の求めがあつた場合

には、固定資産評価審査委員会は、当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べ

る機会を与えなければならない。 

３ 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権

に基づいて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資

産の評価に必要な資料を所持する者に対し、相当の期間を定めて、審査に関し

必要な資料の提出を求めることができる。 

４ 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、固定

資産評価員に対し、評価調書に関する事項についての説明を求めることができ

る。 

５ 審査を申し出た者は、市町村長に対し、当該申出に係る主張に理由があるこ

とを明らかにするために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回

答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号の

いずれかに該当するときは、この限りでない。 

（１） 具体的又は個別的でない照会 

（２） 既にした照会と重複する照会 

（３） 意見を求める照会 

（４） 回答するために不相当な費用又は時間を要する照会 

（５） 当該審査を申し出た者以外の者が所有者である固定資産に関する事

項についての照会 

６ 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、第２

項の規定にかかわらず、審査を申し出た者及び市町村長の出席を求めて、公開

による口頭審理を行うことができる。 



- 3 - 

７ 前項の口頭審理を行う場合には、固定資産評価審査委員会は、固定資産評価

員その他の関係者の出席及び証言を求めることができる。 

８ 第６項の口頭審理の指揮は、審査長が行う。 

９ 固定資産評価審査委員会は、当該市町村の条例の定めるところによつて、審

査の議事及び決定に関する記録を作成しなければならない。 

１０ 固定資産評価審査委員会は、前項の記録を保存し、その定めるところによ

つて、これを関係者の閲覧に供しなければならない。 

１１ 行政不服審査法第２４条、第２７条、第２９条第１項本文、第２項及び第

５項、第３０条第１項及び第３項、第３２条、第３４条から第３７条まで、第

３８条（第６項を除く。）、第３９条、第４１条第１項及び第２項、同条第３

項（審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。）、第４４条、第４５

条第１項及び第２項、第５０条第１項（審理員意見書並びに行政不服審査会等

及び審議会等の答申書に関する部分を除く。）、第５１条第１項から第３項ま

で並びに第５３条の規定は、第１項の審査の決定について準用する。この場合

において、これらの規定（同法第４４条の規定を除く。）中「審理員」とある

のは「審査庁」と、同法第２４条第１項中「審査庁」とあるのは「地方税法第

４３２条第１項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会（以下「審査庁」

という。）」と、「次節に規定する審理手続」とあるのは「同法第４３３条に

規定する審査の決定の手続」と、同法第２９条第１項本文中「審査庁から指名

されたときは、直ちに」とあるのは「審査の申出がされたときは、第２４条の

規定により当該審査の申出を却下する場合を除き、速やかに」と、同法第３７

条第１項及び第３項中「第３１条から前条までに定める審理手続」とあるのは

「地方税法第４３３条に規定する審査の決定の手続」と、同法第３８条第１項

中「第２９条第４項各号に掲げる書面又は第３２条第１項若しくは第２項若し

くは第３３条の規定により提出された書類その他の物件」とあるのは「第３２

条第１項若しくは第２項の規定により提出された書類その他の物件又は地方税

法第４３３条第３項の規定によって提出させた資料」と、「当該書面若しくは

当該書類の写し」とあるのは「当該書類若しくは当該資料の写し」と、同条第

４項及び第５項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第４１条第２項第１号

ホ中「第３３条前段 書類その他の物件」とあるのは「地方税法第４３３条第

３項 資料」と、同項第２号中「口頭意見陳述」とあるのは「地方税法第４３

３条第２項ただし書に規定する口頭で意見を述べる機会」と、同法第４４条中

「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき（前条第１項の規定に

よる諮問を要しない場合（同項第２号又は第３号に該当する場合を除く。）に
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あっては審理員意見書が提出されたとき、同項第２号又は第３号に該当する場

合にあっては同項第２号又は第３号に規定する議を経たとき）」とあるのは「審

理手続を終結したとき」と、同法第５３条中「第３３条の規定による提出要求

に応じて提出された書類その他の物件」とあるのは「地方税法第４３３条第３

項の規定によって提出させた資料」と読み替えるものとする。 

１２ 固定資産評価審査委員会は、第１項の規定による決定をした場合において

は、その決定のあつた日から１０日以内に、これを審査を申し出た者及び市町

村長に文書をもつて通知しなければならない。この場合において同項の期限ま

でに決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があつたものとみ

なすことができる。 

 

（争訟の方式） 

第４３４条 固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があ

るときは、その取消しの訴えを提起することができる。 

２ 第４３２条第１項の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出るこ

とができる事項について不服がある固定資産税の納税者は、同項及び前項の規

定によることによつてのみ争うことができる。 

 

（抗告訴訟の取扱い） 

第４３４条の２ 固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の行政事

件訴訟法第３条第２項に規定する処分又は同条第３項に規定する裁決に係る同

法第１１条第１項（同法第３８条第１項において準用する場合を含む。）の規

定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。 

 

（固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正） 

第４３５条 市町村長は、第４３３条第１２項の規定による通知を受けた場合に

おいて固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、そ

の通知を受けた日から１０日以内にその価格等を修正して登録し、その旨を当

該納税者に通知しなければならない。 

２ 市町村長は、前項の規定によつて価格等を修正した場合においては、固定資

産税の賦課後であつても、その修正した価格等に基いて、既に決定した賦課額

を更正しなければならない。 


